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生命保険協会 
平成１５年３月３１日時点 

（１）規則の改善状況 
 
   （ 該 当 な し ） 
 
（２）運用の改善状況 

項目番号 旧運用 新運用 コメント 

２－７ ・ 苦情・紛争解決支援を行っている
機関の一覧表を備置いている。 

・ 一覧表に記載されている情報に、
苦情相談と紛争解決支援のそれぞ
れの有無に係る情報等は記載され
ていない。 

・ 苦情・紛争解決支援を行っている機関の一
覧表に、苦情相談と紛争解決支援のそれぞ
れの有無に係る情報について記載したもの
を新たに作成し、備置く。 

 （４月１日） 

「いわゆる『たらい回し』に
ならないための措置を検討
する必要がある」とのモデル
の内容に則して、他機関への
紹介にあたって紹介先の対
応可能範囲を確認しやくす
くするための措置を行うも
の。 

３－３ ・ 消費者問題に関して精通した苦情
解決支援担当者の配置はない。 

 

・ 消費者問題に関して精通した苦情解決支
援担当者を配置する。（４月１日） 
※AFP、消費生活アドバイザーの有資格者 

「中立性・専門性を担保する
ための仕組みを設けること
により、利用者の理解と信頼
を得るよう努める」とのモデ
ルの趣旨に則して、消費者問
題に関する専門性をより強
化するための措置を行うも
の。 

 


